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止
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識
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す
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し
、
別
紙
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弁
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を
送
付
す
る
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貴
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沖
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の
受
け
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め
等
に
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認

識
に
関
す
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再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日
内
閣
衆
質
一
八
六
第
五
九
号
）
一
、
二
、
四
、
五
、

七
、
八
、
十
、
十
一
及
び
十
三
に
つ
い
て
に
お
い
て
、
「
同
省
に
お
い
て
し
か
る
べ
く
決
裁
を
経
た
上
で
」
と
お
答
え
し
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
国
会
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
七
十
四
条
に
基
づ
く
質
問
に
対
し
て
、
そ
の
趣
旨
を

踏
ま
え
て
誠
実
に
答
弁
し
て
き
て
お
り
、
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

四
か
ら
六
ま
で
に
つ
い
て

普
天
間
飛
行
場
の
移
設
に
つ
い
て
は
、
沖
縄
に
お
い
て
様
々
な
意
見
が
あ
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
が
、
キ
ャ
ン
プ
・
シ

ュ
ワ
ブ
辺
野
古
崎
地
区
及
び
こ
れ
に
隣
接
す
る
水
域
に
代
替
施
設
を
建
設
す
る
現
在
の
計
画
が
、
同
飛
行
場
の
継
続
的
な
使

用
を
回
避
す
る
た
め
の
唯
一
の
解
決
策
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。


